
この度、宮古市金浜の国道４５号におきまして、宮古警察署協力の下、関

係機関が連携して、下記の違反車両の取締りを行います。

・燃料(軽油)に灯油などを混入させて 脱税･環境汚染を招く不正軽油車両

・産業廃棄物を不法投棄する可能性の高い 違法な産業廃棄物の運搬車両

・道路の保全を阻害し 重大事故の危険を招く 重量超過･寸法超過の大型車両

これらは、自己利益追及のための違法行為であり、私たちが安全で安心し

て暮らすための生活環境を脅かし、地球環境への影響も懸念されるものです。

加えて、重量･寸法超過車両の通行は道路の短命化を助長するばかりでなく、

悲惨な交通重大事故を招くこともあります。

このような違法車両を１台でも多く減らし、皆様が安全・安心して生活で

きる環境作りのために、合同取締まりを実施します。

記者発表資料 解禁：取締り日15時30分以降
平成 ２１ 年 １０ 月 ２ 日
国土交通省 三陸国道事務所

違反車両は違反車両は違反車両は 絶対絶対絶対 許しません許しません許しません!!!!!!
不正軽油･不法投棄･重量超過の合同取締りの実施不正軽油･不法投棄･重量超過の合同取締りの実施不正軽油･不法投棄･重量超過の合同取締りの実施

～宮古地方振興局税務部･保健福祉環境部、三陸国道事務所、宮古警察署 初の合同取締り～

《お問い合わせ先》
かわ むら ひで ひろ

国土交通省 三陸国道事務所宮古維持出張所長川 村 英 弘 （TEL：090-3362-2216）
つの かけ しん いち

宮古地方振興局 税 務 部 課税課 長 角 掛 新 市 （TEL：0193-64-2212）
なか むら たかし

〃 保健福祉環境部 環境課 長 中 村 隆 （TEL：0193-64-2213）

【実験日時】
平成 ２１ 年 １０ 月 ７ 日（水） 10:00～12:00（予定）
※ 雨天等で取締り困難な場合は翌日10時からに順延します。

【実験場所】
国道４５号 金浜検測所（所在地 :宮古市金浜第６地割字古川地内）

【実験機関･取締内容】
宮古地方振興局 税 務 部 ：地方税法違反（軽油取引税違反）

〃 保健福祉環境部 ：廃掃法違反 （無許可業者運搬・指定有害物質の運搬）
三陸国道事務所 宮古維持出張所 ：道路法違反 (重量･寸法超過車両の違法通行)

【協力警察署】 宮古警察署

【留意事項】
業務の都合、勝手ではありますが、取締り予定の報道解禁は、取締り日の15時30分以降とさせて
いただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、取締り時のカメラ取材は可能です。

※ 発表記者会：宮古記者クラブ


